
議第 ９０ 号 

 

令和５年度 近江八幡市一般会計補正予算（第５号） 

   

令和５年度近江八幡市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,026,902 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 39,936,614千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和 ５ 年 ８ 月 ２９ 日提出 

         

         近江八幡市長 小 西  理 
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　第３表　地方債補正

（単位：千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法

（単位：千円）

限　度　額 起債の方法 限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

２　変　更

起　債　の　目　的
補 正 前 補 正 後

利　　率 償還の方法

１　追　加

利　　率 償 還 の 方 法
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施 設 改 修 事 業
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方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

　政府資金については、その融資条件による。
銀行その他の場合には、その債権者と協定する
ものによる。
　ただし、市財政の都合により、据置期間及び
償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利
に借換えすることができる。

補正前
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若しくは繰
上償還又は
低利に借換
えすること
ができる。

都市公園施設長寿命化
整 備 事 業

20,200 27,000

国 庫 補 助
市 道 長 寿 命 化 事 業

1,200 2,700

安 土 文 芸 の 郷 公 園
施設長寿命化整備事業

17,000 20,200



提案理由 

総務費において、電算システム維持管理事業で総合支所、総合福祉センター等に

て情報系ネットワークの無線化として委託料、交通安全対策推進事業で６５歳以上

および高校生世代以下に自転車ヘルメット購入費を支援するため負担金補助及び交

付金、通学路安全対策施設整備事業で合同点検に伴うグリーンベルト及び路面標示

整備として工事請負費、基金積立金で前年度繰越金に伴う財政調整基金積立金を追

加する。民生費において、総合福祉センター施設改修事業で空調設備が機能不全及

び低下しているため予定時期よりも先行実施経費として工事請負費、乳児おむつ等

支給子育て支援事業で令和６年４月から事業開始する準備経費として委託料等を追

加する。衛生費において、０次予防センター整備事業で令和６年１０月に診療所開

設するため施設改修設計費として委託料を追加する。農林水産業費において、単独

治山事業で島町地先法面崩落対策に係る設計費として委託料を追加する。土木費に

おいて、都市公園施設長寿命化整備事業で個性ある公園整備に係る設計費として委

託料を追加する。教育費において、小学校施設整備事業及び中学校施設整備事業で

不審者の侵入を防止するため囲障及び門扉改修、防犯カメラの設置に係る設計費と

して委託料、幼稚園運営事業で全公立幼稚園において預かり保育を実施するため会

計年度任用職員報酬、給食センター運営事業でセンター調理機能が不全となった緊

急時対応として簡易給食を備蓄するため物件費等を追加するとともに、各費目にお

いて、前年度国庫及び県支出金等の精算に伴う償還金利子及び割引料を追加、各施

設の緊急修繕に伴う物件費等を精査し補正する。 

これらの財源については、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、寄附金、

諸収入及び市債並びに繰入金及び繰越金で財源調整し充当する。 
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